
国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しに関する

ワーキンググループの設置について

１．趣旨

文部科学大臣は、中期目標期間終了時に、業務を継続させる必要性、組

織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、所要の措

置を講じるものとされている。また、その検討を行うに当たっては、国立

大学法人評価委員会の意見を聴かなければならないこととされている。

上記制度にかんがみ、国立大学法人の組織及び業務の見直しに関するワ

ーキンググループを設置し、組織及び業務全般の見直しについて専門的な

観点から検討を行う。

２．位置づけ

国立大学法人評価委員会の下にワーキンググループを設ける。

３．構成員

ワーキンググループの構成員は、委員長の指名する委員及び臨時委員で

構成する。

４．検討事項

（１）組織の見直しに関する事項

（２）業務全般の見直しに関する事項

・大学の教育研究等の質の向上に関する事項

・業務運営の改善及び効率化に関する事項

・財務内容の改善に関する事項

・自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する事項

・その他業務運営に関する重要な事項 等
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国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しに関するＷＧ

検討経緯

第１回ＷＧ

○日時：平成２０年１１月２８日（金）９：３０～１１：００

○国立大学法人等の組織及び業務の現況について自由討論

第２回ＷＧ

○日時：平成２０年１２月１２日（金）９：３０～１１：００

○国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しに関する視点（素案）

について審議

第３回ＷＧ

○日時：平成２１年１月１６日（金）９：３０～１１：００

○国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しに関する視点（案）に

ついて審議

国立大学法人評価委員会総会（第２５回）

○日時：平成２１年１月２８日（水）１５：００～１７：００

○国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しに関する視点の報告



（参考） 
 
 

国立大学法人等の組織・業務全般の見直しの検討について 

 

 

１．組織・業務全般の見直しに関する現行制度  

 

 文部科学大臣は、中期目標期間終了時に、業務を継続させる必要性、組

織の在り方その他の組織及び業務の全般にわたる検討を行い、所要の措置

を講じるものとされている。また、その検討を行うに当たっては、国立大

学法人評価委員会の意見を聴かなければならないこととされている。 

 一方、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会は、中期目標期間終

了時に、主要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告することがで

きることとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．国立大学法人評価委員会における検討 

 

 第１期中期目標期間の終了を１年半後に控え、上記現行制度にかんがみ、

本委員会においても、ワーキンググループを設け、国立大学法人等の組織

の在り方等について議論することとしたい。 

 

（参照条文） 

国立大学法人法第３５条において準用する独立行政法人通則法第３５条 

第１項 主務大臣は、独立行政法人（注：国立大学法人等）の中期目標の期間の終了時に

おいて、当該独立行政法人（注：国立大学法人等）の業務を継続させる必要性、組織の

在り方その他の組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措

置を講ずるものとする。 

第２項 主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会（注：国立

大学法人評価委員会）の意見を聴かなければならない。 

第３項 審議会（注：政策評価・独立行政法人評価委員会）は、独立行政法人の中期目標

の期間の終了時において、当該独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関し、主務

大臣に勧告することができる。 


